
会員資格規程

第１章　総　　　　　則

（目　　　的）

第１条�　本規程は公益社団法人天童青年会議所（以下、本会議所という。）定款に基づく、本

会議所への入会及び入会の資格審査に関する事項、会費・入会金の納入に関する事項、

会員の資格審議に関する事項、休会に関する事項、並びに賛助会員・名誉会員に関する

事項を定めることを目的とする。

第２章　入会及び入会の資格審査

（入　　　会）

第２条�　入会を希望する者は正会員２名の推薦を受け所定の入会申込書を理事長へ提出しなけ

ればならない。

（推薦者の資格）

第３条�　前条の推薦者の資格は、本会議所の正会員で、被推薦者に対して１ヵ年間の義務履行

の連帯保証ができる者とする。

（入 会 資 格）

第４条�　入会の資格は、定款に基づき天童市及びその周辺に住所または勤務先を有する２０才以

上４０才までの品格ある青年であることとする。

（入会資格審査の委託）

第５条　理事長は入会資格審査を担当する委員会へ委託する。

（入会の資格審査及び答申）

第６条�　前条で定める担当委員会は推薦者並びに入会希望者に面接するとともに入会資格の適

否を審査し、その結果を理事会に答申する。

（入会の決定）

第７条�　理事会は答申に基づき審査し、入会の適否を決定する。入会の諾否は理事長が推薦者

並びに入会申込者に通達する。

（正会員の認定）

第８条�　入会を承認された者は入会金の納入をもって正会員となる。入会金の金額は、会費及

び入会金規程に定める。

（入会年度の会費）

第９条�　会費は６月末日までに入会を承認された者については全額とし、７月以降の入会につ

いては半額とする。
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（入会金の免除）

第１０条　名誉会員及び特別会員に対しては入会金を徴収しない。

第４章　会員資格審議委員会

（設　　　置）

第１１条�　会員に、会員の資格を喪失するに足る行為がある、あるいはあると疑われる場合、会

員資格審議委員会（以下、審議会という）を設置することができる。

（構　　　成）

第１２条　審議会は理事会において正会員より選任された委員により構成される。

（審議会の招集と決議）

第１３条�　審議会は、理事長が委員長となり、必要と認めたときに招集し、委員の過半数の出席

をもって成立し、決議は出席委員の過半数をもって決する。可否同数の時は、委員長の

決するところによる。

（任　　　務）

第１４条�　審議会は、理事会の諮問のあったとき、または委員長が必要と認めたとき、次の事項

につき審議の上、理事会に答申するものとする。

　　　　⑴　特に理事会より諮問された会員一般の資格審議

　　　　⑵　その他会員に関する事項

（審 議 基 準）

第１５条　審議会における審議基準は、次の事項によるものとする。

　　　　⑴　本会議所会員として、その品性と能力

　　　　⑵　定款その他の規程への違反の有無

　　　　⑶�　�本会議所の名誉毀損、本会議所の目的遂行に反する行為、又は本会議所の秩序を

著しく乱す行為の有無

　　　　⑷　その他考慮すべき条件

（会員の除名）

第１６条�　審議会は、審議結果を理事会に答申し、会員に除名するに足る要件があると判断され

た場合には、定款第１５条による除名の決議を総会にはかるものとする。

第５章　休　　　　　会

（休　　　会）

第１７条�　正会員が、病気（要医師の診断書）や妊娠出産及び海外出張等の為、長期間に亘り出

席不能な場合は休会として出席の義務を免除する。その際、休会届を理事長宛てに提出

し、理事会で承認された日より休会扱いとする。
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　　２．休会中の会費は納入しなければならない。

（復　　　帰）

第１８条�　休会の事由が解消されて復帰を望む場合には、復帰届を理事長宛てに提出し、理事会

で承認された日より復帰できる。

第６章　その他の会員

（賛 助 会 員）

第１９条�　本会議所の趣旨に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人、法人及び団体

は、理事会の承認により賛助会員として入会することができる。但し、年度末までに会

費を納入しないときは退会とする。

　　２．会員資格は１年限りとする。

　　３．賛助会員を希望するものは、所定の申込書を理事会に提出する。

（名 誉 会 員）

第２０条�　正会員以外の者で、本会議所の発展に功労のあった者は、理事会の承認により名誉会

員となる。

（特 別 会 員）

第２１条�　制限年齢の年度末まで正会員であったもので、理事会で承認されたものを特別会員と

する。

規 程 の 改 廃

（本規程の改廃）

第２２条　本規程の改廃は、総会の決議による。

附　　　　　則

この規程は、平成２３年７月２日より施行する。

この規程は、平成２３年１２月１２日より改定する。
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